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（別記１－３） 
相談支援事業実施要領 

 
１ 目的 

障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要
な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことによ
り、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目
的とする。 
（注） 交付税を財源として実施される「障害者相談支援事業」に加えて、国庫補助の

対象となる事業について、以下のとおり示したものである。 
なお、相談支援事業のうち、一般的な相談支援を行う「障害者相談支援事業」

については、別添１のとおりである。 
 
２ 実施主体 

市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合とする。 
ただし、都道府県が地域の実情を勘案して実施主体に代わって事業の一部を実施する

ことができるものとする。 
 
３ 事業内容 
（１） 基幹相談支援センター等機能強化事業 

ア 目的 
市町村等における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相

談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を基幹相談支
援センター等に配置することや、基幹相談支援センター等が地域における相談支
援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地
域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを
目的とする。 
（注） 「基幹相談支援センター」については、別添２のとおりである。 

イ 事業内容 
（ア）  基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専門的職員

（注）を配置。 
（注） 主任相談支援専門員、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市

町村等の相談支援機能を強化するために必要と認められる者 
（イ） 基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組 

・ 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言 
・ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援（研修会の企画・運営、日常的な
事例検討会の開催、サービス等利用計画の点検・評価等） 

・ 地域の相談機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、
民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機
関等）との連携強化の取組（連携会議の開催等） 

・ 学校や企業等に赴き、各種情報の収集・提供や事前相談・助言 
・ 地域の相談支援事業者が実施したモニタリング結果及び地域においてセル
フプランにより支給決定されている事例の検証 

（ウ） 基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組 
・ 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発 
・ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート 

ウ 留意事項 
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（ア） 法第８９条の３の規定に基づく協議会（以下この実施要領において「協議
会」という。）を設置する市町村等又は圏域等を単位として実施すること。 

（イ） 市町村等が設置する協議会において、市町村等内の相談支援体制の整備状
況やニーズ等を勘案し、本事業によって配置する専門的職員について協議し、
事業実施計画を作成すること。 

（ウ） 都道府県が設置する協議会に、事業実施計画に係る助言を求めるほか、概
ね２年ごとに事業の見直しに向けた評価・助言を求めるなど、事業の適切な
実施に努めること。 

（２） 住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 
ア 目的 

賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希望して
いるが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し、入居に必
要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等
の地域生活を支援する。 

イ 事業内容 
賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者等について、

主に次の支援を行う。 
（ア） 入居支援 

不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手続き支援を
行う。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じてそ
の利用支援を行う。 

（イ） 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整 
利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることがで

きるよう調整を行う。 
ウ 対象者 

障害者等であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証
人がいない等の理由により入居が困難な者。 
ただし、現に障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設若しくは療養介護事

業所に入所している障害者又は精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病室が
設けられているものを含む。以下同じ。）に入院している精神障害者に係る者は
除く。 

エ 経過的取扱い 
以下の事業については、平成２４年４月の障害者自立支援法の一部改正により

創設された地域移行支援・地域定着支援の実施体制が整備されるまでの間、経過
的に実施できるものとする。 
なお、市町村等は、地域移行支援・地域定着支援の実施体制の計画的な整備に

努めること。 
（ア） 現に障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設若しくは療養介護事業所

に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対する入
居支援及び居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整 

（イ） ２４時間支援 
夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関と

の連絡・調整等必要な支援を行う。 


